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要　　　旨

ルソー政治哲学を理解する鍵概念の一つが「一般意志」である。一般意志は
ルソーの発明にかかるものではなく，17-18世紀のフランスにおいて拡がった
概念である。もともとアルノーやパスカルにあっては，一般意志とは，全ての
人類を救済しようとする神の意志であった。マルブランシュは，神の一般意志
に恩寵の法のみならず自然法則を含ませた。バルベイラック，モンテスキュー，
ディドロらを通して一般意志概念は世俗化され社会化された。ルソーに至って
人民の政治的意志となった。ルソーの一般意志には，市民が共通認識形成のた
めに特殊意志を一般化する「一般性」のモメントと，市民が従う法を自らつく
る「意志性」のモメントがある。ルソーは，主権者人民の一般意志によって，
共通の安全のみならず各人の自由を実現する新たな結合およびその維持と，最
終的には人類が自ら招き寄せた悪からの救済をめざす。
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はじめに―ルソーと一般意志―

一般意志（volonté générale）と言えば，ルソー（Jean-Jacques Rousseau, 

1712-78）の議論が余りにも有名である。しかし，つとにシュクラー（Judith 

N. Shkler）は，「ルソーは一般意志を発明したのではない，その歴史を作っ

たのである」 1）と指摘していた。このシュクラーの示唆を受けて一般意志

の概念史に取り組んだのが，ライリー（Patrick Riley）の『ルソー以前の一

般意志（The General Will before Rousseau : The Transformation of the Divine into the 

Civic, Princeton University Press, 1985）』である。彼は，副題に示すように，

17-18世紀のフランスにおいて一般意志が神学的概念から世俗的・社会的

概念に移行していったことを丹念に論証していく。また，ベルナルディ

（Bruno Bernardi）はその著書『概念の制作（La fabrique des concepts : Recherche 

sur l’invention conceptuelle chez Rousseau, Honoré champion, 2006）』に，やはり同

名の「ルソー以前の一般意志（La volonté générale avant Rousseau）」の章を設

けてライリーの先駆的研究をさらに一歩進める。

本論文では，この二著を導きの糸とし，そこで取り上げられている思想

家たちに直接あたりながら一般意志の概念史を振り返りたい。そのこと

が，ライリーやベルナルディとともに，ルソー政治哲学の独自性を明らか

にしてくれると考えるからである。まずはライリーに従って，一般意志概

念の歴史を，世俗化あるいは社会化の歴史として描き出そう。

1．神学的概念としての一般意志

①　アルノーの場合

元来，一般意志とは，キリスト教における神学的概念であった。一般

意志という語句が初めて文献に出てくるのは，アルノー（Antoine Arnauld, 

1612-1694）の『ジャンセニウス氏のための第一の弁明』（Première Apologie 
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pour M. Jansénius, 1644）である。

このなかで，アルノーは，神が全ての人を救おうと望んでおられるにも

かかわらず，なぜ現実には特定の者しか救われないかを問題とする。こ

の神が全ての人を救おうとする意志こそが一般意志である。「全ての人

を救おうとする神の一般意志（une volonté générale de Dieu de sauver tous les 

hommes）」が存在しているのである。

アルノーの取り上げた問題は，古来，神義論（théodicée）とも呼応しな

がら，多くの神学者たちを悩ませてきた聖書が投げかける一つの謎であっ

た。パウロは言う。「神は全ての者が救われて真理を知るようになること

を望んでおられます」（新共同訳『テモテへの手紙』1.2-4）。しかし，イエス

自身が言われるように，「招かれる人は多いが，選ばれる人は少ない」（新

共同訳『マタイによる福音書』22-14）のである。

アウグスティヌス（Aurelius Augustinus, 354-430）は，罪に墜ち救われる

はずはない人間がどのようにして救われるのかと，問題を反転させる。彼

は自由意志が，人間を人間とする条件であることを認めるが，それは神な

しでは罪や悪をもたらすことを厳しく指摘する。彼は，『自由意志論（De 

libero arbitorio, 388-95）』 で「意志は中間的善である」と言い，人間の両義性

を強調する。人間は意志の自由をもつことで神への愛に向かい善にも至り

うるが，被造物を愛して罪を犯し，悪を生じることにもなる。アウグス

ティヌスはペラギウス（Pelagius, v. 350-v. 420）との論争を通して，現実に

生きる人間に対する見方を深めていく。ペラギウスは，神は人間を善な

る者に造ったのであり，アダムの犯した原罪によってもその本質は汚染

されてはおらず，人間自身の努力と意志により聖なる者となり救われる

と考えた。これに対し，アウグスティヌスは『ペラギウス派の二書簡駁

論（Contra duas Epistolas Pelagianorum, 420）』で次のように言う。人間は生

まれながらの属性として自由意志をもつのであるが，堕罪後は情欲に支配
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されていて，それ自身では善を望んでも悪を生じてしまう「囚われた自

由意志（liberum arbitrium captivatum）」となっている。ところが，キリスト

を通して神の愛である「恩寵（gratia）」が注がれると，それに応えて信仰

をもつことを予定されている者たちがいる 2）。彼ら彼女らは，罪から救わ

れ，人間の悪に向かう傾向性から「解放された自由意志（liberum arbitium 

liberatum）」を得ることができるのである。

トマス・アクィナス（Thomas Aquinas, v.1225-74）らスコラ学者たちは，

神の二つの意志を区別することによって，なぜ神は全ての者の救済を意

志したのに少数の者しか救われないかを説明しようとする。アダムの堕

罪以前の「先行する意志（volonté antécédente）」と堕罪以後の「後続する

意志（volonté subséquente）」とである。前者は全ての者を救おうとするが，

後者は特定の者を救おうとする。ジャンセニウス（Cornelis Jansenius, 1585-

1638）は，『サン・シランへの手紙（₁₇₂ e Lettre à St.-Cyran, ₂₃ mars ₁₆₃₅）』の

中で後者の意志を，神の「特殊意志（volonté particulière）」と呼んでいる。

アルノーは，恩寵を重視するアウグスティヌスへの立ち帰りをめざす

ジャンセニウスの議論を深める。すなわち，人類が原罪を負ったことに

より，神は初めにあった全ての者を救うという意志を貫徹する必要はな

くなった。全ての者が罪に墜ちた以上，誰もそのことで神に不平を漏らす

ことは許されない。しかしながら，神が全ての者を救おうという一般意志

が人類の堕罪によって消えてしまったわけではない。神の当初の「意志」

は，手段を欠いた願い，あるいはそうなったらよいという単なる「思い

（velléité）」になっていくだけである。ちょうど地上で，裁判官が全ての人

の命を助けたいという先行する意志を持ち続けたとしても，目の前の重罪

人に対しては死刑を宣告せざるを得ないように。また，神の全ての者を救

おうという意志が一般的であるのは，法が全ての者を差別せず適用される

ように，神の意志が，身分や年齢や性別や国を問わず等しく差し向けられ
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ているからである。「すべて（tous）」とは，万人というよりすべての種類

の者という意味であり，実際にはごく限られた数であってもよいと，アル

ノーは言う。とにかく，薄められた形ではあるが，神の一般意志は，永遠

にあり続ける。アルノーにとり，神の一般意志と，これこれの者を救うか

罰するかの個別的決定としての神の特殊意志との関係は，時間的な順序に

とどまらず，原則 -適用，潜勢態 -現実態，全体 -部分という関係にも比

せられるのである。

②　パスカルの場合

パスカル（Blaise Pascal, 1623-62）は，ポール・ロワイヤル修道院を核と

するジャンセニスム運動に深く関わっていった。彼はアルノーやジャンセ

ニウスさらにアウグスティヌスに傾倒し，ときに他のジャンニストたちを

乗り越えて独自の思想を展開していく。17世紀半ばアルノーたちジャンセ

ニストは，ソルボンヌ大学を支配して王権とも結んでいたジェズイット

（イエズス会）と激しい論争 3）の渦中にあり，そこにパスカルも加わってい

く。

すでにカトリックはトリエント公会議（1545-63）で，教皇の至上権を再

確認するとともに，ルターの救いは「信仰のみ」によって得られるという

主張に対抗して，「信仰も行為も（la foi et les œuvres）」と言い，七秘蹟を

中心に教会が神とともに行う協働にも一定の役割を認めていた。スペイン

のイエズス会士モリーナ（Luis de Molina, 1535-1600）は，スコラ学の近代化

を果たして，神の恩寵と人間の自由意志との関係を精緻化していた。彼に

よれば，アダムは罪を犯して恩寵の賜物を失ったが，人間の本性ないし自

由は損なわれてはいない。再びキリストによって充分な恩寵が与えられた

のであるから，人間の自由意志がそれを選び取って有効な恩寵に変えてい

くべく努めなければならない。このモリニスムを当時ジェズイットは採っ
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ていた。これは「半ペラギウス主義（semi-pélagianisme）」とも呼びうるも

のであった。ジェズイットたちは，専ら恩寵を強調するジャンセニストた

ちに対して明敏にもルターやカルヴァンに連なる異端の匂いを嗅ぎ取った

のであった。

これに対し，フランスにおけるカトリック内部の改革派たらんとする

ジャンセニストたちは，二正面作戦をとらざるを得なかった。すなわちカ

ルヴィニスムとモリニスムに対して。パスカルは，一般向けに『プロヴァ

ンシャル（Les Provinciales, 1656-57）』を書いた後，『恩寵文書（Écrits sur la 

grâce）』をノートとして残す。そこで，彼は，まず神の全ての者を救おう

という意志を想定する。救霊予定説に立って神に特定の者の選びの意志以

外を認めないカルヴィニスムに対する反駁であった。ただし，パスカルに

とって，この神がアダムの堕罪以前から抱いている万人救済の意志は，堕

罪後も万人に等しく振り向けられているのであるが，救いが恩寵の受容に

関わっているが故に条件的であり，全員に恩寵を受ける保証が与えられて

ないが故に一般的である。すなわち「平等で一般的で条件的な意志（volonté 

égale générale et conditionnelle）」となる。パスカルは，堕罪後に神が選ばれ

た者だけを救う意志を「絶対的な意志（volonté absolue）」とする。彼によ

れば，計り知れない神の選びは，全体とその部分，原則とその適用との関

係で行われるものではないのであるから，一般に対しての特殊ではなく，

独立しており絶対なのである。また，パスカルにとって，恩寵はその人の

功績とは関係なく与えられる。恩寵への，人間の自由意志の協働を説くモ

リニスムへの批判である。ならば人間の意志や努力は要らないのか。神

の恩寵は，わたしたちの自由を殺すのではなく活かすように働くのであ

る。なぜなら，恩寵を受けているからと言っても，人間である限り「情欲

（concupiscence）」に引きずられ「自己愛（amour de soi）」に傾かざるを得な

い。このような重力を脱して神に向き合うためには，やはり人間の側に信

― 245 ―― 244 ―



仰に向かう自発性としての自由意志と神への愛を維持する努力が求められ

るのである。いわゆるジャンセニストの「うめきながら神を求める」態度

はここから来る。パスカルは，三種の人間類型を立てる。第一に，信仰に

至らざる者。罪の中に捨て置かれる。第二に，信仰に至ることはできたが，

それを持ちこたえることはできない者。やはり滅びの中に死んでいかざる

をえない。第三に，信仰を持ち続けることができる者。彼ら彼女らだけが

救われていく。

しかし，他方，パスカルが『パンセ（Pensées）』において教会論を展開

するとき，その意志に関する議論は上記のものとは別の文脈をたどる。

下敷きになっているのは，パウロが書いた「コリントの信徒への手紙　

1-12」である。ここでパウロは教会を「キリストの体」に譬える。信徒た

ちはその手足や目や耳などの器官などであり，部分は全体に従って協調す

ることによりその役割が発揮されるのである。「足が，『わたしは手ではな

いから，体の一部ではない』と言ったところで，体の一部ではなくなるで

しょうか。（中略）目が手に向かって『お前は要らない』とは言えず，また，

頭が足に向かって『お前は要らない』とも言えません。」パスカルは，こ

のパウロの言葉から「考える肢体」というアイデアを取り出す。『パンセ』

では，「考える肢体に満ちた一つの身体（un corps plein de membres pensants）

を想像せよ」 4）と言う。また，「もし手や足に特殊意志（volonté particulière）

があったら，全体の体を治めている第一意志（volonté première）にその特

殊意志を服従させないかぎり，それらは秩序を保つことはできないであろ

う」 5）。

フランス語では，membreは肢体でもあるが，団体の成員でもある。こ

こでパスカルが使う特殊意志とは，アルノーと異なり，神の意志ではなく

教会構成員それぞれの意志となる。信徒は，それぞれを見れば自己を愛

し，自分に向かう傾向をもつのであるが，それと決別し，その意志を教会
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全体の意志に従わせなければ，教会は成り立たないのである。また，パス

カルにとっては，「キリストの体（corps chrétien）」である教会における第

一意志は，キリストの意志となろう。しかし，パスカルには，教会以外の

共同体へこの議論を敷衍し，種類を問わず共同体の意志こそ，その成員の

意志が従うべき第一意志とする場合がある。「一般的なものに向かうべき

である。自己に向かう傾向は，全ての無秩序の始まりである。すなわち，

戦争において，経済において，政治において，人間の個々の団体において。

つまり意志は腐敗している。もし自然的または文明的共同体の成員（les 

membres des communautés naturelles et civiles）がその団体の幸福に向かうな

らば，その共同体そのものはそれらを肢体とするさらに一般的な他の団体

に向かうべきである」 6）。

パスカルにおける第一意志は，後世になると共同体の一般意志と言い換

えられていくであろう。パスカルは，パウロの言葉を手がかりにしながら，

はからずも一般意志概念の世俗化への道を切り開いていくことになった。

③　マルブランシュの場合

マルブランシュ（Nicolas Malebranche, 1638-1715）は，『真理の探究（De la 

recherche de la vérité, 1674, 75）』や『自然と恩寵についての論考（Traité de la 

nature et de la grâce, 1680）』などを著し，ボシュエ（Jacques-Bénigne Bossuet, 

1627-1704）やアルノーらとの一連の論争を通して，「一般意志」という語

をフランス語圏の知識人たちに広めるのに貢献した。

マルブランシュは，オラトリオ会に属す司祭であった。フランスのオラ

トリオ会は，アウグスティヌスに見出す信仰と，中世的な目的論的自然観

を排する当時発達しつつあった自然学との和解を目指していた。マルブラ

ンシュはデカルト（René Descartes, 1596-1650）の機械論的自然観を受け入

れる限りでカルテジアンと言える。しかし，デカルトがあくまで自らの学
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問を理性の領域に限定して，啓示の領域である信仰に立ち入ることは慎重

に避けたのに対して，マルブランシュは理性と啓示の統一的理解に向か

う。

マルブランシュは，観念は精神としての私の対象であって，神のうち

にある永遠の本質であるとする。「われわれは全ての観念を神のうちに観

る」 7）。「観念は不動で，永遠で，作用的であり，一言で言えば神的である。

観念はすべての精神に，神にさえも共通であり，神はそれを自らの実体の

なかに見出す」 8）。マルブランシュによれば，観念同士の間には等・不等

の関係があり，等しい関係は「真理（vérité）」と呼ばれる。たとえば， 2

× 2は， 4と相等であり真であるが， 5とは不等であり真ではない。観

念と真理は神の叡智の一部をなし，神の叡智は「秩序（ordre）」をつく

る。人間は自己愛に妨げられながらも，秩序を観照するとき「秩序への愛

（amour de l’ordre）」とその造り主への愛を抱く。神は，被造物よりも秩序，

秩序よりも叡智（御言葉 Verbe）を愛する。神の計画のなかに，御言葉を受

肉してイエス・キリストを出現させることも予め書き込まれていた。神御

自身が，キリストやキリストの建てた教会から賛美と栄光を受け取るため

である。

神的な秩序は単純であり斉一である。「神がその叡智や力を示されるの

は，（中略）神が偉大な業をごく単純でごく簡易な道を通して成就するこ

とによってである」 9）。神は，自らの方法の単純性（simplicité des voies）を

重んじ，個々の被造物をその独自性において見ることをしない。したがっ

て，神の意志は一般意志となる。一般意志とは，神の定める自然や恩寵の

法に外ならない。神の法は，何らかの契機によって現実に働き始める。有

名なマルブランシュの「機会原因（cause occasionnelle）」という考え方であ

る。運動する球Aが静止する球Bと衝突したことをきっかけに，球Bは転

がり出す。私が腕を上げようと意志したことがきっかけとなって，私の腕
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は上がる。衝突や私の意志が機会原因となり，神が球Bや私の腕を動かす

のである。デカルトの心身問題への一つの解答であった。

マルブランシュにとって一般意志と特殊意志の区別は，主体の違いでは

なく，対象が一般か個別かの違いによる。神は特殊意志をもちえず，一

般意志しかもちえない。逆に，人間は特殊意志しかもちえず，一般意志

はもちえない。神の一般意志とは，自然法則である「自然の法（lois de la 

nature）」と 万人を救済しようという「恩寵の法（lois de la grâce）」である。

「自然の法」が発動する機制については前述した。「恩寵の法」の場合はど

うなるのであろうか。恩寵の法も，特殊意志をきっかけに発動する。それ

では，恩寵にとって機会原因は，人間の意志なのであろうか。恩寵は，私

たち人間が願えば与えられるものではない。また願ってない者にも与えら

れる。私たちの欲求は恩寵の機会原因ではない。そうだとすれば，イエ

ス・キリストの特定の者に向けられる特殊意志こそが機会原因となって，

恩寵の法は働き始めるのである。ちょうどダマスコに向かうサウロ（パウ

ロ）にイエスが現れたように。恩寵は，人間の内では「慈愛（charité）」と

して感じ取られ，「喜悦（délectation）」を生む。そして，人間を情欲の無

秩序に対抗して真の善に向かわせる。

マルブランシュの体系のなかでは，天地創造以降，予めプログラムされ

ていたイエスの出現はあったが，それ以外に神の人類史への直接的介入と

しての奇蹟や啓示は必要ない。むしろそれらを導き入れることは，神の一

般意志に対する冒瀆となろう。しかしながら，マルブランシュが自然学と

神学との境界線を消し去ったことによって，機械論的自然観とのアナロ

ジーで，啓示の世界はとらえられるようになったとも言える。一般意志を

法（法則）と同一視し，法に従って力が働き世界が維持されていると見る

ことで，マルブランシュは理神論（déisme）や18世紀の啓蒙を準備してい

くことになったのである。
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2 ．世俗的概念としての一般意志

①　モンテスキューの場合

モンテスキュー（Charles-Louis de Montesquieu, 1689-1755）は，少年期，

オラトリオ会の開いたコレージュで比較的個性を重んじる教育を受けた。

彼の生涯にわたる知人友人たちの幾人かはマルブランシストであった。彼

は最初自然学に興味を示し，実験を行い，いくつかの論文を物している。

しかし，やがて関心を人間社会へと向け変えていく。

モンテスキューによって，一般意志は法律を制定する意志として用いら

れるようになる。ところで彼にとって法とは何であろうか。主著『法の精

神』（De l’esprit des lois, 1748）の巻頭の第 1篇第 1章で，次のように述べる。

「最も広い意味においては，法とは事物の本性に由来する必然的諸関係（les 

rapports qui dérivent de la nature des choses）のことである。この意味では，

あらゆる存在がその法をもつ。神は神の法をもち，物質界は物質界の法を

もち，人間に優る知的存在（天使のこと。訳者註）はその法をもち，禽獣は

禽獣の法をもち，そして人間は人間の法をもつ」 10）。

モンテスキューは「人間の法」として，人間存在の構造のみに由来し社

会成立以前の人間にはっきりと示される「自然法（lois de la nature）」と，

社会のなかにある「実定法（lois positives）」を認める。そして，前者は，

平和への愛好，身体的必要の追求などを内容とする。後者には制定法のみ

ならず慣習法を含める。たしかに政体や法律は人間がつくる。しかし，実

定法も長く保持されることがあるのを見ると，それは，自然の法や自然条

件や住民の生活様式・宗教・富・数・交通・習俗などと必然的諸関係を

もっていると考えられる。彼は実定法を支配するメタ法則を探究し，これ

を「法の精神」と呼ぶのである。彼は，法の精神を明らかにする壮大な作

業を，自らの旅行の見聞や膨大な収集文献から仮説を帰納し検証にかける
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といった方法で遂行する。ちょうどニュートン（Isaac Newton, 1643-1727）

が天体観測データなどをもとに宇宙を統べる運動法則を導いたように。

モンテスキューにあって用例は多くないが，法律をつくったり執行した

りする主体が問題になるときは，一般意志や特殊意志という語が使われ

る。その稀なケースが，権力分立について述べる『法の精神』第11篇第 6

章である。そこで，イギリスの国家構造が，対象を特定しない一般規定で

ある法律をつくる立法権とその法律を個々特定なものへ適用する執行権に

分けていること，さらに後者は万民法に属する事柄の行政権と市民法に属

する事柄の司法権に分かたれて三権それぞれが異なる国家機関に置かれて

いること，これがイギリスを専制から免れさせて政治的自由を保障してい

ると説明される。同章で，立法権は，全ての国民を等しく対象とするが

故に国家の一般意志（la volonté générale de l’État）であり，執行権はその一

般意志の施行（l’exécution de cette volonté générale）にあたる特殊意志とされ

る。モンテスキューは，同一団体の手に立法権・行政権・司法権が握られ

ている悪しき例としてヴェネツィアを挙げる。そこでは「同一の執政官の

団体が，立法者として与えられた全権力を法律の執行者としてももつ。そ

れは国家をその団体の一般意志により荒廃させうるのみならず，さらに司

法権をもっているから，各個人をその団体の特殊意志によっても滅ぼすこ

とができる」 11）。モンテスキューが使う一般意志と特殊意志の区別は，マ

ルブランシュが行った意志の対象が一般か個別特殊かに対応している。し

かし，モンテスキューは最早マルブランシュのように一般意志を神に帰す

ことはない。ヴェネツィアの場合では，一般意志・特殊意志ともに，立法

権・行政権・司法権を独占する一団体に帰属する。

モンテスキューは，国家の法をつくる意志を一般意志とした。しかし彼

以前に，国家の法をつくる意志を，もっと主体の在り方に着目して一般意

志とする者があった。
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②　  社会契約論者の場合　―ホッブズ，プーフェンドルフ，バルベイ

ラック―

パスカルの第一意志にしても，モンテスキューの一般意志にしても，共

同体の存在は前提とされていた。しかし他方で，個人が自己愛に突き動か

されて抱く特殊意志だけを与件としながら，どのように共同体がつくら

れ，一般意志が成立するかを考えた法学者たちがいた。社会契約論者たち

である。

17世紀，内乱の時代のイギリスにおいて，ホッブズ（Thomas Hobbes, 

1588-1679）は，『リヴァイアサン（Leviathan, 1651）』を著し，特殊意志や一

般意志という語こそ用いてはいないが，自然法概念を転換することによっ

て個人から国家への道を進もうとした。

トマスが代表する盛期スコラ学では，神の計画である「永久法（lex 

aeterna）」，自然法，人定法は，それぞれ前の者が後続の者を秩序づける関

係にあった。自然法は，人間が「理性的・社会的動物」であるという完成

態から流出するものであり，永久法を人定法に媒介するものであり，神が

人間理性を通して教え示す法（lex indicativa）である。これに対して，オッ

カム（William of Ockham，1288?-1347?）らは，人間理性を超絶する神の意志

を強調して，自然法を神が定め命じた法（lex praeceptiva）とする。私たち

の世界は神意によっては別様でもありえたのである。被造物は神から断絶

され，個物に内在していた神に発するイデアは抜き去られた。このノミナ

リスムはやがて，神やイデアを前提とせず，人間理性が個物の観察を通し

て自然それ自体の法を帰納することを可能にしていくであろう。近代自然

法の父と言われるグロティウス（Hugo Grotius, 1583-1645）は，『戦争と平

和の法（De Jure Belli ac Pacis, 1625）』で，人間の自然に基づき自然法を論証

することによって，「たとえ神がなくても（etiamsi daremus non esse Deus）」

妥当するものとして自然法を再定義した。具体的には人間の「社会的性
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向（appetitus socialitas）」に支えられ，個人の情念を制御する理性に自然法

の基礎を据える。ホッブズはグロティウスに学び，ノミナリストの法主意

主義に立ちつつ，改めて一切の社会から断絶した自然状態（state of nature）

から自然法を考える。

自然状態とは元来，神学概念であり，恩寵の状態から区別され，自然状

態は堕罪以前と堕罪以後に区分されていた。ホッブズは『リヴァイアサ

ン』で自然状態を社会状態に先立つ状態とし，希少な資源に人々が殺到し

て起こる万人の万人に対する闘争つまり戦争状態として描き出す。各人は

自らの自然すなわち生命を維持するために自分の力を自分の欲するように

用いる自由をもつ。これが自然権（right of nature）であり，自然法（law of 

nature）の出発点になるものである 12）。自然状態で誰にも支配されない人

間は，自己保存を目指す意志が理性を先導する形で自然法を立てる。自然

状態の暴力死にさらされて，自然法は各人に平和への努力を促す。平和が

不可能な場合は，自己の生存を保つためにどのような手段をとるかを各々

が判断してよい。しかし可能であれば，平和を達成するために自己保存に

とっていかなる手段をとるべきかをめいめい勝手に判断する権利を放棄す

べきことを自然法は教える。これに従い，各人はその大事な判断を「ひと

りの人もしくは一つの合議体」に委ねる「契約（pact, covenant）」を締結す

る。内外の攻撃に対し共通の安全を保障する主権者が成立し，主権者の下

でのみ被治者の自己保存は平和裡に実現されうる。だからこそ被治者は主

権者に進んで服従することに合意したのである。神学においてはキリス

トのもたらす神の恩寵が罪に陥った自然状態からの救済をもたらしたが，

ホッブズでは，主権者がもたらす統治が自然状態の欠陥を救済することに

なる。ホッブズに従えば，契約によって成立する国家は，主権を魂とする

「人工人間（artificial man）」であり，主権者を代理人（actor）として行為す

る「擬制的もしくは人為的人格（feigned or artificial person）」となる。
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このホッブズの目的的自然法から構成的自然法への移行というアイデ

ア，そして社会契約というアイデアを受け継いだのは，イギリスではロッ

ク（John Locke, 1632-1704）であり，大陸ではプーフェンドルフ（Samuel 

von Pufendorf, 1632-94）であった。やがてホッブズの理論はプーフェンドル

フを介して，フランスで発展した一般意志論と接触することになる。

プーフェンドルフは，彼の生きた時代のヨーロッパの主権国家分立の

現実とホッブズの理論を結びつける。プーフェンドルフはその著『自然

および万民の法（De Jure Naturae et Gentium, 1672）』において，自然状態に

ある人間にまず，自己保存欲としての自己愛を認める。しかし自己愛を

もつからこそ，生まれつきの無力さ故に助け合うことを必要として「社

会性（socialitas）」が生まれると言う。これは，グロティウスの社会的性

向をホッブズの自己愛と結びつけ再解釈するものであった。自然状態に

あってもすでに単純で原始的な社会である家族（夫 -妻，親 -子，主 -僕か

ら構成）は成立している。契約や所有という観念も生まれているが，自

然状態では相互不信や恐怖が絶えず湧き起こり，調停を図ってもそれを

守らせる力はない。そこで，ホッブズ同様，主権創設が求められてくる。

プーフェンドルフは，そのためには「 2つの契約と 1つの決定（duo pacta 

et unum decretum）」が必要であるとして，これをホッブズの単一の社会契

約に対置する。まず，家父長間の結合契約によって「人為的団体（corpus 

moralitas）」 13）に人民は構成される。次にその団体のなかで多数決によって

政体（君主制，貴族制，民主制）の決定が行われる。この決定に続いて，人

民団体は，ひとりの者と（君主制の場合），あるいは少数から成る合議体と

（貴族制の場合），あるいは全員で構成される合議体と（民主制の場合），支配

―服従契約を結ぶ。この支配―服従契約によって主権者が成立し，主権者

は人民共通の安全への配慮を義務づけられる。その限りで人民は主権者に

よって代表され，主権者への服従が義務づけられる。ホッブズと異なり，
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人民は主権を創設した後も，原始契約と主権によって結合する団体として

残る。

フランスのユグノーの家庭に生まれ，ナントの勅令の廃止（1685年）に

よってスイスそしてドイツへと移り住んだバルベイラック（Jean Barbeyrac, 

1674-1744）は，プーフェンドルフの著書『自然および万民の法』『人間お

よび市民の義務（De Officio hominis et civis, 1673）』 をフランス語に翻訳し刊

行する（Le droit de la nature et des gens, 1706）（Les devoirs de l’homme et du citoyen, 

1707）。バルベイラックは，当時フランス語圏の読者には馴染み深いもの

となっていたマルブランシュの用語である一般意志や特殊意志を借りなが

ら，プーフェンドルフを意訳し，序文や注釈を施す。モンテスキューや

ディドロやルソーらがプーフェンドルフの諸著作に親しんだのも，バルベ

イラック訳を通してであった。

『人間および市民の義務』第 2篇第 6章の部分をバルベイラック訳から

さらに和訳すると次のようになる。「多くの者の意志の結合は，契約によっ

てしかつくられない。その契約に加わって，各人はその特殊意志をひとり

の者もしくは，幾人かから成る一つの合議体の意志に従わせる。その結

果，共通の安全や利益に関わる事柄について，その者もしくはその合議

体の決定を，一般的には全体の，そして個別的には各人の，明確な意志

（la volonté positive de tous en générale, et de chacun en particulier）と見なせるよ

うになる」。下線部は，もともとのラテン語を直訳すれば，「集団的にも

個人的にも全ての者の意志」である。また，『自然および万民の法』第 7

篇第 5章の仏訳で，バルベイラックは，voluntas universitatisを la volonté 

universelleとせずに la volonté généraleとし，particulares voluntatesを les 

volontés particulièresとする。そして人民団体の一般意志（プーフェンドル

フでは普遍意志）を，特殊意志の結合（l’union）（プーフェンドルフでは一致

conspiratio）とする。
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ホッブズは，個人の自己保存追求の自由という自然権から自然法（正確

には，共通の安全をめざして主権者創設へと促す「第二の自然法」）を演繹した。

プーフェンドルフはホッブズの理路を，自己愛という個人の欲求（意志）

から，共通の安全を求める人民の意志へと言い換えた。このようなプー

フェンドルフを，バルベイラックは端的に，個人の特殊意志から人民団体

の一般意志へと読むのである 14）。プーフェンドルフにある結合契約による

「人為的団体」の設立および維持という行為が，バルベイラックの読みを

可能にする。

③　ディドロの場合

ディドロ（Denis Diderot, 1713-84）は，一般意志の主体における一般性

（プーフェンドルフ-バルベイラック）と対象における一般性（モンテスキュー）

の総合を図る。すなわち，一般意志を人類の一般意志とし，それを理性法

である自然法と同一視することによって。

ディドロは自ら編纂する『百科全書（L’Encyclopédie, 1751-80）』第 5巻に，

項目「自然法（Droit naturel）」を寄稿する。その中で，彼は言う。「もしわ

れわれが正と不正の本質を決定する権利を個人から奪うとするならば，こ

の大きな問題をどこへ持って行ったらよいか。どこへ？　人類の前に，で

ある。それを決するのは全人類にのみ属する。なぜなら，全ての人の善は

全人類がもつ唯一の情念であるからである。特殊意志は疑わしいもので

ある。それらは善でも悪でもありうる。しかし，一般意志は常に善であ

る。それはけっして誤ることなく，また過たないであろう」 15）。一般意志

は「一般的かつ共通の利益（intérêt général et commun）」を考慮し，個別の

事物を対象にしない故に，正しいのである。そして，一般意志の対象の一

般性は，一般意志を自然法と同定することによって完成する。ディドロは，

言葉を継ぐ。「一般意志は，各個人にあって悟性の純粋行為（un acte pur de 
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l’entendement）であり，それは情念が沈黙しているときに，人間が同胞に

要求しうること，および同胞が彼に要求しうることを根拠づける」。一般

意志の内容とは，人間ならば誰でももつ正しい理性（recta ratio）が教示す

る自然法そのものである。それ故，「自然法」という項目で一般意志は語

られるのである。

ディドロは明言しないが，「人類の一般社会（la société générale du genre 

humain）」 16）を想定すれば，まさにそこで一般意志の主体の一般性は確保

される。これは，ヘレニズム時代からローマ帝国時代，ストア派が個別

のポリスを包含する世界大のコスモポリスあるいは「最大社会（civitas 

maxima）」を考えたことに近いと言える。ただし，ディドロによれば，ス

トアの如く人類は自分たちを超えた世界理性というより，自己の幸福と他

者の幸福との一致，すなわち「一般的かつ共通の利益」によって結びつい

ているのである。ベルナルディが指摘するように，ディドロは，マルブラ

ンシュの一般意志を人類学の地平で再定義するものでもあった 17）。同じく

ベルナルディに拠れば，ディドロは，グロティウスに始まる近代自然法を，

人類という一般社会に基礎づけることで，「実定的な自然法（droit naturel 

positif）」を創り出したとも言える 18）。

他方，ディドロにおいては，一般意志の担い手を人類とし，一般意志の

表明を自然法としたことによって，一般意志の主体と対象における一般性

は担保されたが，意志性は限りなく弱められることになった。ディドロは，

モンテスキューによって国法の淵源とされた一般意志を，自然法としてマ

ルブランシュ近くにまで戻すのである。ただマルブランシュと異なり，人

間の法の一部としての自然法ではあるが。先のベルナルディの言葉を裏返

せば，ディドロは「自然的な一般意志（volonté générale naturelle）」に変質

させたとも言えよう。

たしかに人類に発する自然法をこの世界の正と不正を分ける規準として
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参照することは可能だとしても，人類の一般社会には，契約による紐帯も

なく，主権もなく，その法である自然法を守らせる強制力はないのではな

いか。一般意志は存在するにせよ，それを実現する手段はなく，そのまま

では実効性をもちえない。ディドロは，理性の光が拡がって，さらに多く

の人々が啓蒙され，共通善を自覚し，一般意志すなわち自然法を明らかに

見る日が来ることを期待するしかないと考えているようである。しかし，

悲観するには及ばない。ディドロによれば，一般意志は，「全ての文化的

国民の成文法のなかに，野蛮な人々の社会行動のなかに，人類の敵同士の

間の暗黙の約束のうちに，さらに憤りと恨みのなかにさえ」見出されるの

であるから。

④　ルソーの場合

ルソーは，1755年に刊行された『百科全書』第 5巻に，項目「エコノ

ミー（Économie ou Œconomie （morale et politique））」を寄稿する。1758年には，

これは Discours sur l’économie politique（従来『政治経済論』と紹介されてきた

が，以下に述べる理由で『国家運営論』と訳したほうがよい）と題して，単著と

なって出版される。ルソーが一般意志という語を使い始めるのは，ここか

らである。第一論文『学問芸術論（Discours sur les sciences et les arts, 1750）』，

第二論文『人間不平等起源論（Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité 

parmi les hommes, 1755）』では，一般意志という語はまだ使われていない。

項目「エコノミー」冒頭でルソー自身が注意を促しているが，エコノ

ミーはもともと一家の管理運営を意味していた。これを拡げて，大家族と

見なされる corps moral et politiqueすなわち，人為的・精神的―原語の

moralはnaturelやphysiqueの反意語であり，人々の約束や慣習に基づくと

いう含意がある―，かつ政治的な―原語のpolitiqueは，ギリシャのポ

リスから発して共同体における秩序形成に関わってという意味をもつ―
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団体である国家（l’État）の統治（gouvernement）という意味で，エコノミー

を用いるのである。経済もあるが，それだけではない。現代の用語で言え

ば，「行政」という語が最も近いであろう。「この二つの意味を区別するた

めに（一家の管理と国家の運営‥訳者），後者の場合を économie générale ou 

politiqueと呼び，前者の場合を économie domestique ou particulièreと呼

ぶ」 19）。そしてルソーは言う。「政治体は，一つの意志をもつ一個の精神的

存在（un être moral）でもある。そしてこの一般意志は，常に全体および

各部分の保存と安楽を目指すものであり，法律の源泉をなしていたが，そ

れは国家の成員にとって，彼らと国家に対する正と不正の規準である」 20）。

「立法者の第一の義務が法を一般意志に合致させることであるのと同様に，

公共エコノミー（économie publique）の第一の規則は，行政（administration）

が法に一致することである」 21）。

ベルナルディによれば，百科全書の項目「エコノミー」の下書きと決定

稿を比較すると次のことが分かると言う 22）。ルソーは第 2部と第 3部にあ

たる箇所からこの項目を書き始めていたが，その執筆途中あるいは直後に

同じ巻に入ることになるディドロの項目「自然法」を見る機会があったと

考えられる。直ちにルソーは，項目「エコノミー」を導くキーワードの一

つを一般意志とすべきことに気づく。ただし，ディドロのように人類の

一般意志ではなく，プーフェンドルフ -バルベイラックのように政治体の

一般意志に換えてであったが。そして項目「エコノミー」の構想を練り直

す。ルソーは序言および第 1部を新しい構想の下に執筆しながら，それ

に合わせて第 2部・第 3部にも追補・修正の手を加える。書き終えたと

き，彼には次に書くべき論文の内容は決まっていた。国家の管理運営を語

る前に，国家の設立について論ずるべきであった。現実にはそうはならな

かったが，理論的には国家学のあとに行政学が来なければいけない。『告

白（Les Confessions, 1782）』第 9巻で述べるように，ヴェネツィアでの滞在
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中（1743-1744）に想を得て折に触れて書いていた『国家学概論（Institutions 

politiques）』が，すでにルソーの手元にあった。また彼自身，当時ジュネー

ヴの政争に関わることになり，都市貴族が集まる小評議会に対抗する総評

議会派の市民たちから彼らの理論的支えとなるような著作の執筆を求め

られていたこともあった 23）。かくして，ルソーは『社会契約論（Du contrat 

social, principes ou du droit politique, 1762）』の執筆にとりかかる。彼はこの第

一草稿「ジュネーヴ草稿」で，ディドロの項目「自然法」を批判検討して

自らの理論的足場を築くべく，「人類の一般社会」という章を置く。

すでにルソーは，『人間不平等起源論』において次のことを明らかにし

ていた。孤立して生活していた自然状態において人間は，自己愛（amour 

de soi）と同類の苦しみを見てわがことのように感じる憐れみの情（pitié）

に従って生きており，他の動物と同じく自然法の支配の下にあった。しか

し，人類の間に交流が生まれ，自己愛の対象が自己の本質（être）から外

見（paraître）に移って，自己愛が自尊心（amour-propre）に変質する。他

者よりも自己が優越することを求めて，様々な情念が発達する。この自然

状態の第二段階では，自己と他者の比較を繰り返すなかで，理性はようや

く発達を始めて自然法は認識可能になるが，人類の間では自然法はだんだ

んと行われなくなってくる。これを要約して，「ジュネーヴ草稿」第 2章

「人類の一般社会」でルソーは言う。「社会の進歩は，個人的利害に目覚め

させることによって，心の中の人類愛（humanité）を窒息させること，自

然法，あるいはむしろ理性の法と呼ぶべきこの法の観念は，情念がそれよ

り先に発達し，その法の掟を全て無力にしてしまうときになって，ようや

く発展し始めるにすぎないことを，見出すであろう」 24）。自然法は在るの

であるが，私たちの世界では機能していない。なぜなら，現実の人間は自

然法を知りうるようになったとしても，それを拒むからである。ディドロ

の想定するような普遍的な理性が教える自然法が支配する人類の一般社会
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は，今のところ哲学者の体系のなかに理念的にしか存在しないのである。

ルソーにとって，一般意志の内容が自然法と同一視されず，人類の一般

社会に帰属するものでないとすれば，一般意志は個々の政治体（国家）を

一つにまとめ動かす意志である。『国家運営論』では，「政治体は，個別

的に取り上げれば，人間の身体に類似した，生命をもつ一つの組織体（un 

corps organisé）と考えることができる。（中略）人間の身体と政治体の生命

は，全体にとって共通の自我（moi commun）であ」 25）る。この箇所でルソー

は，パスカルやホッブズやプーフェンドルフにもあるように共同体を人体

の比喩で考え，部分から成るが部分とは異なる全体ととらえている。また，

「ジュネーヴ草稿」では，当時の化学を引き合いに出し，次のように言う。

「そのことは，化合物がその構成物質のたんなる混合からはけっして出て

来ないような属性をもつのとほとんど同様である。（中略）公共の幸福あ

るいは不幸は，単純な加算の場合のように個々の幸福あるいは不幸の総和

にとどまるのではなく，それらを結びつけている関係にあり，この総和よ

りも大きいであろう。だから，公共の福祉は，個々人の幸福の上に成り立

つどころか，まさにこれらの幸福の源泉なのである」 26）。一般意志はその

政治体の構成員にとっては共通であるが，他の国家や外国人にとっては共

通ではなくなり相対的になる。一般意志はディドロのように普遍的ではあ

りえず，一般的なのである。

ここまで来て，ルソーはさらに問いを深める。ジュネーヴ当局によって

焚書にされた『社会契約論』を弁護することを目的に書かれた『山からの

手紙（Les lettres écrites de la montagne, 1864）』「第 6の手紙」で次のように述

べる。「何が国家を一つにするのでしょうか。その構成員の結合です。で

は，この構成員の結合はどこから生まれるのでしょうか。彼らを結びつけ

る義務からです。ここまでは誰の意見も一致します。では，この義務の根

拠（le fondement de cette obligation）は何でしょうか。ここで著述家たちの
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意見は分かれます」 27）。ルソーは，『社会契約論』第 1篇で，事実（fait）に

よって法（権利）（droit）を打ち立てることはできないことを強調していた。

力も家父長権も神の命令でさえも，人間にとっての法をつくらない。義務

を負う者の強制されない合意だけが，彼らを義務づける主権に正当性と実

効性を与える。なぜなら，自由の意識が，動物の中で人間だけに具わる魂

の霊性（spiritualité de son âme）をつくるからである。たとえ，人間が自然

的自由を濫用することで自らの上に悪を招くとしても，なお「自由の放棄

は，人間たる資格，人間の諸権利，さらには人間の諸義務さえ放棄するこ

とである」 28）。ルソーは，「第 6の手紙」で「それ故，この種の問題を論じ

た最も健全な部類の著述家たちにならい，私はその政治体の基礎にその構

成員の合意（convention）を据えました」 29）と言う。この手紙の後半で，ル

ソーの指す「健全な部類の著述家たち」とは，ロックやシドニー（Algernon 

Sidney, 1622-83）らであることが分かる。

ルソーにとっては，個人の自由と集団としての統一（国家への服従）と

の両立こそが問題なのである。一般意志は国家の意志であるが，同時に

個々の成員の自由な意志でもなくてはならない。ルソーは，特殊意志から

一般意志を構成する社会契約論者の側に身を置く。さらに論理を徹底し

て，自由を尊重すれば，自分の意志が他者に代表されたりすることがあっ

てはならないと言う。ルソーにおいては，自然状態にあった独立という意

味での自由は，自律という意味での自由にとって代わられる。『社会契約

論』では，「欲望だけに駆り立てられるのは奴隷状態であり，自ら課した

法に従うことが自由だからである」 30）と，指摘する。ルソーにとって，法

とは人間理性が発見するものではなく，意志が創出するものである。モン

テスキューは，法律をつくる一般意志の上に法律をも支配するメタ法則

を置いた。ルソーは，『社会契約論』第 2篇後半以降で法律を支配するメ

タ法則を検討するのであるが，なお立法の自由を人民は手放せないと考え
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る。須く法は権利や正義に関わるからである 31）。

プーフェンドルフ -バルベイラックは，一般意志の主体を一旦は人民の

つくる団体に置きはした。しかし，主権者の設立と服従契約を通して一般

意志は主権者によって代表されるようになり，人民自身の意志は眠りに就

く。これに対し，ルソーは，人民が従うべき法を，自ら主権者となって人

民の一般意志として表明すべきとする。これを可能にするのが，「社会契

約」である。『社会契約論』第 1篇第 6章にあるように，「社会契約」の解

決すべき課題とは，「各構成員の身体と財産とを，共同の力の全てを挙げ

て防衛し保護する結社形態（une forme d’association）を発見すること。そし

て，この結社形態は，それを通して各人が全ての人と結びつきながら，し

かも自分自身にしか服従せず，以前と同じように自由なままでいられる形

態であること」 32）である。そのために「社会契約」は，各人が自らを構成

員とする共同体に，自分のもつ全ての権利とともに自身を完全に譲渡する

ことを内容とする。「社会契約」は，法を挟んで各人を二重の関係に置く。

法をつくる「主権者（Souverain）」の成員である「市民（Citoyen）」として。

また，法に従う「国家（État）」の成員である「被治者（Sujet）」として。

ここに自由と服従の自同性が成立する。法は一般意志の表明（déclaration）

であり，一般意志は主体と対象において一般的である。一般意志において

は，全体の全体に対する関係において認識されることのみが望まれ，禁じ

られる。一般意志は全ての者から発し，全ての者に向けられる。特定の者

が名宛て人となることはない。法により自己に与える条件は他人にも与え

られ，他人に課す条件は自分にも課され，相互性が市民の間には成立する。

ただし，一般意志あるいは法は，個々の者を認識しえない故に，その個別

ケースへの適用においては，一般意志に従う特殊意志が必要となる。そこ

で，主権者と被治者を媒介する団体である「政府（Gouvernement）」が要

請されるのである。
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市民が主権者の一員として参加する立法のための討議とは，各人がもつ

特殊意志を掘り下げ，全員に共通の一般意志を模索する作業である。その

際，財産などにおいて格差が拡がっていれば，共同の利益は実質を失い，

相反する特殊な利益が表面化し，一般意志は見出しがたくなるであろう。

それでも，一般意志は消失したわけではない。諍いや苦しみの原因が格差

にあることが理解されて，その是正が一般意志の内容となってきただけで

ある。ルソーにとっても，社会的不平等の起源とその解決を追究すること

は彼の一貫した課題であった。

まとめ―ルソーの一般意志がめざすもの―

『ルソー以前の一般意志』序言で，ライリーはまず，一般意志が神の意

志から市民の意志に変化していったことを指摘する。パスカルの死が1662

年，ルソーの『社会契約論』の出版が1762年，中間の1712年にはマルブラ

ンシュの『自然と恩寵についての論考』最終改訂版の出版，このちょうど

一世紀の間にフランスでは，一般意志は神の人類救済の意志から人民の政

治的意志へと大きく変貌を遂げたことに我々の注意を促す。

次いで，ライリーは，例えばカント（Immanuel Kant, 1724-1804）に代表

されるドイツ思想とフランス思想を比較するとき，ドイツでは個と普遍を

対立させるが，フランスでは個と普遍の間に一般を置くと指摘する。すで

に私たちもプーフェンドルフと訳者バルベイラックの微妙な用語の差異を

とらえた。ライリーは，フランスでは，個人の自己愛から出立しながらそ

れを超え，しかし普遍には届かない「習俗（ethos, mœurs）の発見」があっ

たからだと言う 33）。モンテスキューによって理論化されたものである。進

んで，ベルナルディはルソーの一般意志を分析して述べる。「意志には基

本的に認識に関わる次元（dimension fondamentalement cognitive）がある。意

志には一般化する能力が与えられていて，一般的なものになるのである。
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一般意志は，個人の一般化された特殊意志に外ならない」 34）。ベルナルディ

は，それまで余り顧みられなかった，ルソー政治思想における討議の意味

や，個人における良心に等しい社会における世論（opinion）の形成に注意

を払う 35）。市民はそれぞれが認識した断片をもち寄って，皆で一つのジグ

ソーパズルを完成させようとする。ベルナルディにおいても，ルソーの一

般意志概念の一般性のモメントが強調されることになる。

しかし，一般意志には意志に関わる次元もある。ルソーは，一旦マルブ

ランシュやディドロによって法則と同一視されることによって薄められ弱

められた一般意志の「意志」性を復活させる。ルソーの一般意志は，自然

法に反することはできないが，自然法そのものではない。一般意志概念の

歴史に，ルソーは意志の自由という観点を加える。ルソーは，プーフェン

ドルフ -バルベイラックやモンテスキューに学んで，一般意志を共同体の

意志であり，主権者の法律制定の意志とする。ただし，個人の自由を不可

譲とするルソーにとって，一般意志は個人の特殊意志に発して共通の利益

を目指して形成されなければならない。また，どのような政治的権威も外

から来るのではなく，市民の合意に基づかなければならない。ルソーから

振り返れば，一般意志概念世俗化の一世紀とは，市民を意志主体にする道

程であった。

ルソーの一般意志は，一般性のモメントと意志性のモメントが出会う地

点に立つ。意志といってもけっして暗闇に向かっての決断や賭けではな

い。現実への広く深い認識に裏打ちされた判断である。市民はそれぞれが

知りえたことを組み合わせ検討して，何が問題で，何が共通善かの共通認

識をもった上で，主権者としてどう立法すべきか判断するのである。

ルソーは主権者人民の一般意志によって，市民の自由の確保をめざす。

さらに彼は一般意志に人類史的意義をも与えている。『社会契約論』「ジュ

ネーヴ草稿」のなかで，ルソーは次のように述べる。「悪そのものからそ
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れを治すべき方策を引き出すように努めよう。できれば，新たな結合（de 

nouvelles associations）によって，一般的結合の欠如を正そう。（中略）最初

の人為が自然に加えた悪を，完成された人為が償うことを示そう」 36）。こ

こで，悪とは既成の社会のことである。人間は社会のなかに生き始めるこ

とで，自己愛を自尊心に変え，財の私有を求めて相互に支配 -隷属関係を

張り巡らせ，社会的不平等をつくり，邪悪で不幸になってしまった。しか

し，社会状態において人間は理性を発達させ，自らを苦しめる悪の原因を

洞察し，それを正す新たな結合の在り方を見通せるようになる。新たな結

合とは，「社会契約」が可能にする，共通の安全のみならず各人の自由を

確保する人間関係に外ならない。この人間関係を導き律するのが一般意志

である。そこでは市民相互の支配―隷属関係は無効化され，自尊心や所有

権は否定されないが，市民と国家の関係のなかでしか機能しなくなるであ

ろう。そして，「新たな結合」に基づく国家どうしが連合すれば，「人類の

一般意志」や「人類の一般社会」がいつの日か成立するであろう。アルノー

やパスカルやマルブランシュは，一般意志に，罪に墜ちた人間たちを救済

しようとする神の意志を見た。ルソーにとって，一般意志は，人類が自ら

招いた悪からの救済を図る主権者人民の意志となってくるのである。
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